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個人情報の取扱いに関する意見について（答申） 

 

 

 平成１５年９月２２日付け教委職人第１６４８号で諮問のありましたインターネッ

トによる職員採用試験申込システムにおける大阪府個人情報保護条例第８条第３項に

規定する通信回線により結合された電子計算機を用いた個人情報の実施機関以外への

提供禁止に対する例外事項については、審議の結果、下記事項に留意して、個人情報

の保護に万全の措置を講じることを前提に、諮問の内容を適当なものと認めましたの

で、答申します。 

 

記 

 

１ 本件システムにおける個人情報のオンライン提供にあたっては、当該個人情報の

慎重な取扱いに留意するとともに、当該個人情報が本人以外に漏れることのないよ

う、システムのセキュリティの確保等に努めること。 

 

２ ＩＤ番号の本人付与に当たっては、本人に対し、第三者供与の禁止を徹底するこ

と。 

 

３ 本人から、本件提供に係る個人情報について、削除、修正の求めがあったときは、

速やかに対応すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 


